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（名称） 
第１条	 この団体は団体名をフェアトレードちばという。また、英文名を Fairtrade CHIBAという。 
２	 この法人は、法人格を持たない常設の任意団体とする 

 
（事務所） 
第２条	 この団体は主たる事務所を千葉県船橋市新高根６丁目４２番５号に置く。 
 
（目的） 
第３条	 この団体は、世界の貧困・環境問題の解消および市民の社会参加力を育むことを目的に情報

発信、行事制作を行う。生産者が技術や生活資質の向上を図り健全で持続可能な生産環境作りに積極的

に取り組むことのできる地域社会や経済活動の基盤作りを目指し、また、国際的視野で消費行動の社会

的責任を考えられる消費者の育成をも図る、良質なフェアトレード行事を企画実施することを責務とす

る 。 
 
（活動の種類） 
第４条	 この団体は前条の目的を達成するため、下記事業をその本分とする。 
（１）社会教育の推進を図る活動 
（２）まちづくりの推進を図る活動 
（３）環境の保全を図る活動 
（４）人権の擁護又は平和の推進を図る活動 
（５）男女共同参画社会の形成の推進を図る活動 
（６）経済活動の活性化を図る活動 
（７）職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 
（８）消費者の保護を図る活動 
（９）全各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 
 
（事業の種類） 
第５条	 この団体は第３条の目的を達成するため、特定非営利活動に関わる事業として次の事業を行

う。 
	 	 １	 国際社会および地域社会構築につながる消費購入活動を啓発する行事の企画制作事業 
	 	 ２	 消費者を対象にした消費行動と社会的責任のアドボカシー事業 
	 	 ３	 生産者および生産地域と良質で透明な関係性をもつ店舗や団体との連携促進事業 
	 	 ４	 その他、目的を達成するための一切の事業 
 
（種別） 
第６条	 この団体の会員は、次の１種とし、正会員を持って社員とする。 
（１）正会員	 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体 
 
（入会） 
第７条	 会員として入会しようとする者は、入会申込書を代表に提出し、運営会議での承認を得るもの

とする。 
 
（会費） 
第８条	 会費は無料とする。 
 
（退会） 
第９条	 会員は、退会届を代表に提出し任意に退会することができる。会員本人が死亡したときは、退

会したものとみなす。 
 
（構成員） 
第１０条	 この団体に次の構成員を置く。 
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（1）	 代表 
（2）	 事務局長 
（3）	 会計 
（4）	 監事 
	 ２	 第１項に定める構成員は、会員の互選により選出する。 
	 ３ 	 役 員 の 任 期 は  1 年 と す る 。 た だ し 、 再 任 を 妨 げ な い 。 
 
（職務） 
第３条．代表は、この会を代表し、その業務を統括する。 
	 ２	 事務局長は代表を補佐し、これに事故があるとき、又は欠席の時はその職務を代行する。 
	 ３	 監事は、会の業務および財産の状況を監査する。 
 
（解任） 
第４条	 構成員が次の各号のいずれかに該当する時は、総会の議決によりこれを解任することができ

る。 
（１）心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。 
（２）職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。 
 
（総会） 
この会の総会は、 
	 	 	 １ 	 年 に 一 回 行 わ れ る も の と す る 。 
	 	 	 ２	 構成員の過半数の出席で成立する。 
 
第５条	 会計 
	 -1 	 会 計 に 関 し て 会 計 担 当 者 が 責 任 を も っ て 管 理 を す る 。 
	 	 	 また得られる場合においては、フェアトレードちばに対する賛助金、協賛金の類を充当し、 
	 	 	 その処理を会計が責任をもって行う。 

-2 	  会 計 報 告 に つ い て 
	 	 	 １	 会計報告は、総会において、その報告を行うものとする。 
	 -3	 企画の担務とし、会計処理を行い、企画中の会議内において経過報告、結果報告を義務付けられ
るものとする。 
	 -4	 代表者は予算面・および制作面における全責任と、それを遂行するために必要な決定権を持つ。

ただし、全ての決定事項に関し会議における事前報告・結果報告が 義務付けられる。 
	 -5	 当団体の予算は、自主事業収入（催事参加費・バザー）、助成金、協賛金、寄付金等から成る。 

予算が不足する場合は、主要構成員からの負担金徴収で補填する。 
	 -6	 決算期は 6月 1日から 5月 31日 
	 -7	 当団体は剰余金の分配を行うことができない。 
 
 
第６条	 監事 
	 -1 	 監事はフェアトレードちばの業務の執行状況及び財産を、責任をもって管理する。 
 
 
第７条	 改正	  
	 -1	 この規約の改正は、団員総会の過半数の賛成で成立する。 
	 -2	 改正については、その日付のみをここに記すものとする。 

 
 

2019年 8月 25日	 成立 


